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論文の内容の要旨

近年、人々が公共に期待するサービス領域は拡大しているが、逼迫した財政状況下にあって行政が実際に

提供できるサービス領域との議離が拡大している c 一方で、企業や市民社会組織等が行政とともにこの義離

領域を支える動きが活発化しており、行政・企業・市民社会組織といった多元的な主体の協働によって担わ

れる新しい公共空間の構築を多くの地方政府が模索している。本研究の目的は、公共サービス提供のあり方

に関する知識交流を行政・企業・市民社会組織の間において促進することが有効であることを検証し、民間

提案に基づく新しい公共空間の創出を目指した制度を地方政府が設計する際の制度の枠組みや課題を提示す

ることによって、我が国における多元的主体による新しい公共空間の創出に係る議論の進化に寄与すること

を目的としている。

論文は全体で第 l章の研究の背景・目的、第 6章の結論を含めて、全体で 6章よりなっている。第 2章は

本研究で分析対象とする佐賀県の協働化テストの制定概要の記述である。第 3章は公共サービス提供のあり

方に関する知識交流の意義についての佐賀県の事例に基づく分析結果に関する論述である。第 4章、第 5章

は、佐賀県の事例及び全国の都道府県への調査結果に基づいた、民間提案に基づく新しい公共空間の創出を

目指した制度を地方政府が設計する際の制度の枠組みと諜題についての論述である。

以下、本研究の主要部分の要旨を述べる。

第2章では、既存の制度にはない新たな民間提案型の公共サービス改革の制度として、全国に先駆けて佐

賀県で導入された「協働化テスト jの制度の概要、手続きと運用実態について詳述している。

第 3章では、佐賀県協働化テストの運用実態の個別データに基づき、官民関での知識交流の意義について

検証を行っている。まず、個々の公共サービスの担い手を民間に委ねることが可能かどうか等に係る行政と

民間の間に情報認識のギャップが存在し、知識交流によってその情報の非対称性が解消されることを検証し、

情報の非対称性を前提とした知識交流促進のための制度設計の意義を示している。次に、官民間の情報の非

対称性を解消する要因と、公共サービスの担い手の変化の実現との関係性について明らかにしている。更に、
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新たな事業協力関係が市民社会組織との間に創出されるケースをとりあげ、その要因と意義について事例分

析に基づき明らかにしている。

第4章では、官民間での知識交流を促進する制度設計の枠組みのあり方に関して、制度の目標設定、情報

の非対称性解消と新規アイデア創出に資する知識交流プロセス、行政組織における意思決定手続き、関係主

体に対するインセンテイヴ提示、の 4分野に基づく詳細な課題の分析結果を提示している。

第5章では、全国の都道府県における同趣旨の制度の導入・遥用状況について、アンケートデータや各謹

の行政開示データに基づき分析し、佐賀県の事例分析に基づく第 4章の結果と比較考察し、第 4章の視点に

加えて制度全体のモニタリング等に関する課題を指摘している。

審査の結 果 の 要 旨

本研究は、公共サービス改革の制慶導入-運用の面で全面における最も先進的な自治体として知られる佐

賀県の「協働化テストJを対象として、その運用実態と効果を分析したものである。これまで未開拓の分野

における実託研究として高く評価できる。特に次の点が本研究の大きな貢献といえる。

1.本研究が提示している官民間の知識交流促進による情報の非対称性解消過程という視点は、従来まで

の公民協働 (Public-Pri'v引e-Partnership) に係る情報の非対称性や不完備契約等に関する既往研究の議

論にはない新規性がある点。

2. 本研究の実証分析は、長期間にわたって佐賀県の制震運用の実務現場に携わることによってしか得ら

れない貴重な情報を独自に調査収集して得られたオリジナルデータに基づいている点。

3. 今後の地方政府における公共サービス改革に関する制度設計に関して、関係者に対するインセンティ

ヴメカニズム等の考察等を踏まえた説得力ある視点を提示した点。

佐賀県の制度の実証研究の内容について、制定効果の検証に関する論点等に関連して残された課題もある

が、本研究はその点に係る議論も提示しており、全体として学術的な独創性、社会的な有用性を兼ね備えた

研究であり、学位論文として十分な内容をもっと判定する。

よって、著者は博士(社会工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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